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成田市給水装置工事施行基準の改定点（新旧対照表） 

現 行 改正後（令和２年７月より適用） 改正内容 

第１章 総 則 

（略） 

 

第2章 設 計 

 2.1 ～ 2.4 

（略） 

 2.5 給水管口径の決定 

 1～2 （略） 

 3 量水器口径選定基準 

量水器口径は、原則として前後の給水管と同口径とするが、

適正使用流量範囲、一時的使用の許容流量（表 2.5.1）を参考

にして選定するものとする。 

なお、一般家庭の場合は給水栓数による量水器口径選定表

（表 2.5.2）を参考に選定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総 則 

（略） 

 

第2章 設 計 

 2.1 ～ 2.4 

（略） 

 2.5 給水管口径の決定 

 1～2 （略） 

 3 量水器口径選定基準 

① 量水器口径は、原則として前後の給水管と同口径とする

が、適正使用流量範囲、一時的使用の許容流量（表 2.5.1）

を参考にして選定するものとする。 

② 一般家庭の場合は、給水栓数による量水器口径選定表  

（表 2.5.2）を参考に選定することができる。 

③ 単身者用住宅として申請者が申し出たもののうち、床面積

４０㎡未満の場合は、量水器の口径を１３ｍｍにすることが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・単身者用住宅にお

ける量水器選定基

準を追記 
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 2.6 給水管の分岐 

 １ 分岐の原則 

1) （略） 

2) 原則として、1敷地内への取出しは１箇所とする。ただし、

建築物及び敷地の状況により1建築物に1箇所の取出しと

することができる。 

3) 原則として、1敷地内に複数の取出し箇所がある場合、必

要以外の取出し箇所は、分水栓用キャップを使用し、分水

止めを行う。 

    4 分岐方法 

配水管からの分岐方法は、表 2.6.1によるものとする。 

 

表 2.6.1 給水管の分岐方法 

 

注１）サドル分水栓の穿孔口径は、給水管口径と同径とする。 

注２）国道・県道以外に設置するサドル分水栓の材質は、絶縁

継手を使用する場合に限り、青銅製とすることができる。 

 

 

 

 2.6 給水管の分岐 

 １ 分岐の原則 

1) （略） 

2) 原則として、1敷地内への取出しは１箇所とする。ただし、

敷地設定の状況により1建築物に1箇所の取出しとするこ

とができる。 

3) 原則として、1敷地内に複数の取出し箇所がある場合、必

要以外の取出し箇所は、撤去すること。（配水管分岐部に

て分水止め） 

    4 分岐方法 

配水管からの分岐方法は、表 2.6.1によるものとする。 

 

表 2.6.1 給水管の分岐方法 

 

注１） サドル分水栓の穿孔口径は、給水管口径と同径とする。 

注２） 給水管にステンレス鋼管を使用する場合のサドル分水栓

の材質は、ステンレス製とする。 

注３） 給水管にポリエチレン管を使用する場合のサドル分水栓

の材質は、青銅製とする。 

 

 

 

 

 

・語句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公道内に用いる給

水材料の追加指定

に伴う改正 
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2.7  （略） 

 

2.8 止水栓の設置 

  １ 止水栓 

・埋設深さは、給水管埋設深さと同一、かつ、30cm以上60cm

以内とすること。 

・既設止水栓が宅地の切土、鋤き取りなどにより、道路と

宅地の境界線から1.0m以上に位置する場合は、1.0m以下の

維持管理に支障のない位置に、給水管を短縮して（凍結工

法等による）移設すること。 

・開閉ハンドルは、止水栓の操作に支障が無いように設置

すること。 

1) 口径13、20 mmの場合 

① 量水器の上流側にボール式伸縮止水栓を設置しな

ければならない。 

2) 口径25、40、50 mmの場合 

① 量水器の上流側にボール式伸縮止水栓を設置しな

ければならない。 

② 量水器交換時のもどり水等で維持管理の支障とな

るため、量水器の下流側にストップバルブ等の止水

栓を設置するものとする。 

 

 

 

 

2.7  （略） 

 

2.8 止水栓の設置 

 １ 止水栓 

・埋設深さは、給水管埋設深さと同一、かつ、30cm以上50cm

以内とすること。 

・既設第１止水栓が宅地の切土、鋤き取りなどにより、道

路と宅地の境界線から1.0m以上に位置する場合は、道路と

宅地の境界線から1.0m以下の維持管理に支障のない位置

に、給水管を短縮して（凍結工法等による）移設すること。 

・開閉ハンドルは、止水栓の操作に支障が無いように設置

すること。 

1) 口径13、20 mmの場合 

① 量水器の上流側にボール式伸縮止水栓を設置しな

ければならない。 

2) 口径25 mmの場合 

① 量水器の上流側にボール式伸縮止水栓を設置しな

ければならない。 

② 量水器の下流側に逆止弁を設置しなければならな

い。 

3) 口径30、40 mmの場合 

① 量水器の上流側にボール式伸縮止水栓を設置しな

ければならない。 

② 量水器の下流側に逆止弁ボックスを設置し、その

内部に逆止弁及びボール式伸縮止水栓を設置しなけ

 

 

 

 

・給水装置標準図改

正に伴う修正 
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3) 口径75 mm以上の場合 

① 第1止水栓としてソフトシール仕切弁を設置しな

ければならない。 

② 量水器交換時のもどり水等で維持管理の支障とな

るため、第1止水栓のほかに量水器の上流側及び下流

側にストップバルブ等の止水栓を設置するものとす

る。 

 

2.9 量水器の設置 

１ 量水器 

1)～7) （略） 

8) 口径25mm以上の量水器を設置する場合は、量水器交換時

のもどり水を防ぐための止水栓または逆止弁を量水器の

二次側に設置すること。 

9)～12) （略） 

13) 集合住宅等の各戸量水器の接続には、パイプシャフト内

メーターバイパスユニットを使用するとよい。パイプシャ

フト内メーターバイパスユニットは止水栓、逆止弁等が一

体とされた製品で、メーター接続部に伸縮機能を持たせ、

ればならない。 

4) 口径50 mmの場合 

① 量水器の上流側にボール式止水栓を設置しなけれ

ばならない。 

② 量水器の下流側に仕切弁を設置しなければならな

い。 

5) 口径75 mm以上の場合 

① 第1止水栓としてソフトシール仕切弁を設置しな

ければならない。 

② 量水器の下流側に仕切弁を設置しなければならな

い。 

 

 

 

2.9 量水器の設置 

 １ 量水器 

1)～7) （略） 

8) 削除 

 

 

9)～11) （略） 

12) 集合住宅等の各戸量水器の接続には、パイプシャフト用

メーターユニットを使用することができる。ただし、メー

ター止水材は平パッキン（Ｏリングは使用不可）とする。

パイプシャフト用メーターユニットは止水栓、逆止弁等が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給水装置標準図改

正に伴う修正 

 

 

・語句の修正及び止

水材の仕様を追記 
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手回し等で容易にメーターの着脱を行うことができる。 

  設置時にはパイプシャフト内の維持管理性を考慮し、設

置スペースを考慮すること。 

14)～15) （略） 

16) SUS316材料とSUS以外の金属を接続する場合、絶縁機能

を有する構造とすること。 

 

2.10 使用材料 

１ 給水装置等に使用する材料は、設計図書に品質規格を規定さ

れたものを除き、日本工業規格（JIS）、日本農林規格（JAS）、

日本水道協会規格(JWWA)等に適合し、水質に悪条件をおよぼす

おそれがないものであり、かつ設計場所の荷重条件に対し、十

分な耐力を有する構造であることとし、使用材料一覧表を表

2.10.1、標準配管図を図2.10.1 ～図 2.10.17 に示す 

1) 給水管 

① 口径20mm 以上口径50mm 以下 

波状ステンレス鋼管( SUS 316 )   ・・・使用材料一

覧表による（３ｍ品） 

ＪＷＷＡ Ｇ１１９ （４ｍ品） 

 

 

 

 

 

 

一体とされた製品で、メーター接続部に伸縮機能を持た

せ、手回し等で容易にメーターの着脱を行うことができ

る。 

13)～14) （略） 

15) SUS316材料とSUS以外の金属を接続する場合は、絶縁構

造とすること。 

 

2.10 使用材料 

１ 給水装置に使用する材料は、設計図書に品質規格を規定され

たものを除き、日本工業規格（JIS）、日本農林規格（JAS）、日

本水道協会規格(JWWA)等に適合し、水質に悪条件をおよぼすお

それがないものであり、かつ設計場所の荷重条件に対し、十分

な耐力を有する構造であること。なお、給水装置標準図を図

2.10.1 ～図 2.10.15 に示す。 

1)  公道内に用いる給水管 

① 口径20mm 以上 口径40mm 以下のポリエチレン管 

水道用ポリエチレン二層管（１種軟質）・・・ＪＩＳ Ｋ 

６７６２ 

※ 非開削工法で施工する場合は、キズ防止被覆管とす

る。 

② 口径50mm以上のポリエチレン管 

水道配水用ポリエチレン管・・・ＪＷＷＡ Ｋ １４４ 

③ 口径20mm 以上口径50mm 以下のステンレス鋼管 

波状ステンレス鋼管( SUS 316 ) ・・・ 使用材料一覧

表による（３ｍ品） 

 

 

 

 

・語句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公道内に用いる給

水材料の追加指定

に伴う改正 
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② 口径75mm 以上 

ダクタイル鋳鉄管(GX形S種)…ＪＤＰＡ Ｇ１０４９ 

 

2) 給水用具 

① GX形ソフトシール仕切弁(両受形又は受挿し形) 

…ＪＤＰＡ Ｇ１０４９ 

② ステンレスサドル分水栓 

ステンレス止水栓     … 使用材料一覧表による 

ボール伸縮止水栓 

伸縮可とう継手 

2 付属用具の種類及び形状 

 量水器筐及び止水栓筐の種類及び形状は、使用材料一覧表

のとおりとし、詳細については図面集を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＷＷＡ Ｇ１１９  （４ｍ品） 

④ 口径75mm 以上 

ダクタイル鋳鉄管(GX形S種) …ＪＤＰＡ Ｇ１０４９ 

 

2) 給水用具 

① GX形ソフトシール仕切弁(両受形又は受挿し形)  

…ＪＤＰＡ Ｇ１０４９ 

② サドル分水栓、ボール止水栓（乙） 

伸縮可とう継手、ポリエチレン管金属継手 …給水装置標準図 

ボール伸縮止水栓            を参照 

 

3) 付属用具 

表 2.10.1 使用材料一覧表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公道内に用いる給

水材料の追加指定

に伴う改正 
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表 2.10.1 使用材料一覧表 

 

 

 

 

 

表 2.10.1 使用材料一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給水装置標準図改

正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 品  名 口径･形状 No. 品　名 口径･形状

1 波状ステンレス鋼管 20，25 17 樹脂製量水器筐 特大（25）

2 波状ステンレス鋼管 40，50 18 FRP製量水器筐 超特大（30,40）

3
ステンレス製
サドル分水栓

50×20～350×50 19 鋳鉄製量水器筐 大（13,20）

4
青銅製

サドル分水栓
50×20～350×50 20 鋳鉄製量水器筐 特大（25）

5
水道用ポリエチレン管用

サドル分水栓
50×20,25 21 大型メーターユニット 50,75

6 伸縮可とう継手メータ用 20～50 22 大型メーターユニット 100

7
伸縮可とう継手メータ用

（絶縁型）
20～50 23 大型メーターユニット 150

8 伸縮可とう継手ソケット 20～50 24 止水栓筐
蓋：FCD

ホルダー：PVC

9
ステンレス製
ボール止水栓

20～50 25 仕切弁筐 ネジ式仕切弁筐

10
青銅製

ボール止水栓
20～50 26 排水弁筐 －

11 ボール式伸縮止水栓
蝶ﾊﾝﾄﾞﾙ：13～30
丸ﾊﾝﾄﾞﾙ：40,50

27 排水施設 －

12
HIVP用メーターユニオン

（ガイドナット）
13～40 28 空気弁筐 －

13 鋼管用メーターユニオン 50 29 メーターバイパスユニット 25～40

14 地上式メーターユニット 13 30 メーターバイパスユニット 50

15 地上式メーターユニット 20 31
パイプシャフト内
メーターユニット

13～25

16 樹脂製量水器筐 大（13,20）

No. 品  名 口径･形状 No. 品　名 口径･形状

1 地上式メーターユニット 13 16 メーターバイパスユニット 75

2 地上式メーターユニット 20 17
パイプシャフト用
メーターユニット

13～25

3 樹脂製量水器筐 大（13,20）

4 樹脂製量水器筐 特大（25）

5 FRP製量水器筐 超特大（30,40）

6 鋳鉄製量水器筐 大（13,20）

7 鋳鉄製量水器筐 特大（25）

8 大型メーターユニット 50,75

9 大型メーターユニット 100

10 大型メーターユニット 150

11 逆止弁筐 超特大（30,40）

12 止水栓筐
蓋：FCD

ホルダー：PVC

13 仕切弁筐 ネジ式仕切弁筐

14 メーターバイパスユニット 25～40

15 メーターバイパスユニット 50
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・公道内に用いる給

水材料の追加指定

に伴う改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

8
0
0～

1
20
0

地上式メータユニットは境界から2.0m以内に設置

図 2.10.1　口径13mm 給水装置標準図 (ステンレス製サドル分水栓・地上式メータユニット)

道路 宅地

配水管

分岐口径は20mmで施工

境界線

地上式メータユニット φ13

伸縮可とうボール乙止水栓 B-HIVP φ20

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

HIGN φ20

HIソケット φ20×13

ステンレス製サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

伸縮可とう継手 メータ用 φ20

ステンレス鋼波状管 φ20 伸縮可とう継手ソケット φ20 ステンレス鋼波状管 φ20

80
0
～

12
0
0

第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

地下式メータボックスは境界から2.0m以内に設置

道路 宅地

配水管

分岐口径は20mmで施工

境界線

ステンレス製サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

伸縮可とう継手 メータ用 φ20

ステンレス鋼波状管 φ20 伸縮可とう継手ソケット φ20 ステンレス鋼波状管 φ20

地下式メータボックス止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

伸縮可とうボール乙止水栓 B-HIVP φ20

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

HIGN φ20

メータ

ボール伸縮止水栓

上水×金門 φ13

HIGN φ13

HIGN 金門 φ13
HIソケット φ20×13

図 2.10.2　口径13mm 給水装置標準図 (ステンレス製サドル分水栓・地下式メータボックス)

80
0
～
12

00

境界から1.0m以内

境界から2.0m以内

道路 宅地

地上式メータユニット φ13,20

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

境界線

ボール乙止水栓 φ20

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

HIGN φ20

サドル分水栓
防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

配水管

耐震PE継手(コア一体型）メータ用φ20

本管HPPEの場合

HPPE用鋳鉄サドル付分水栓

本管HPPEの場合

HPPE用鋳鉄サドル付分水栓

HIソケットφ20×13,20

耐震PE回転継手(コア一体型）
60°ロングベンドφ20
（防食テープ巻き）

分岐口径は20mmで施工

図　2.10.1　給水装置標準図 (ポリエチレン管　量水器口径13mm,20mm　地上式メータユニット)

1種軟質（JIS K 6762）

水道用ポリエチレン二層管 φ20

■JIS K 6762　水道用ポリエチレン二層管（1種軟質）

80
0～

1
20
0

境界から1.0m以内

境界から2.0m以内

埋設式メータボックス

道路 宅地

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

ボール乙止水栓 φ20

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

HIGN φ20

サドル分水栓
防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

配水管

量水器

HIGN φ13,20

HIGN 金門 φ13,20

境界線

耐震PE継手(コア一体型）メータ用φ20

本管HPPEの場合

1種軟質（JIS K 6762）

HPPE用鋳鉄サドル付分水栓

HIソケットφ20×13 ,20

図　2.10.2　給水装置標準図 (ポリエチレン管　量水器口径13mm,20mm　埋設式メータボックス)

分岐口径は20mmで施工

耐震PE回転継手(コア一体型）
60°ロングベンドφ20

（防食テープ巻き）

ボール伸縮止水栓
上水×金門 φ13、20

水道用ポリエチレン二層管 φ20

■JIS K 6762　水道用ポリエチレン二層管（1種軟質）
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第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

地上式メータユニットは境界から2.0m以内に設置

道路 宅地

配水管

分岐口径は20mmで施工

境界線

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

地上式メータユニット φ13

HIソケット φ20×13

サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

ボール乙止水栓 φ20

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

HIGN φ20

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ20伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ20

ステンレス鋼波状管 φ20 伸縮可とう継手 ソケット φ20 ステンレス鋼波状管 φ20

図 2.10.3　口径13mm 給水装置標準図 (青銅製サドル分水栓・地上式メータユニット)

8
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1
2
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0

第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

地下式メータボックスは境界から2.0m以内に設置

道路 宅地

配水管

分岐口径は20mmで施工

境界線

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ20

ステンレス鋼波状管 φ20 伸縮可とう継手 ソケット φ20 ステンレス鋼波状管 φ20

地下式メータボックス止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

メータ

ボール伸縮止水栓

上水×金門 φ13

HIGN φ13

HIGN 金門 φ13

ボール乙止水栓 φ20

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

HIGN φ20

HIソケット φ20×13

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ20

図 2.10.4　口径13mm 給水装置標準図 青銅製サドル分水栓・地下式メータボックス)

80
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～
12

00

境界から1.0m以内

境界から2.0m以内

耐震PE継手（コア一体型）
メータ用 φ25

道路 宅地

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

量水器

サドル分水栓
防食フィルム
DIPの場合：インサートリング

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

配水管

HIGN φ25

境界線

埋設式メータボックス

ボール乙止水栓 φ25

本管HPPEの場合

HPPE用鋳鉄サドル付分水栓

本管HPPEの場合

HPPE用鋳鉄サドル付分水栓

ボール伸縮止水栓
上水×金門 φ25

HIGN 上水 φ25

逆止弁 金門×上水 φ25

耐震PE回転継手(コア一体型）
60°ロングベンドφ25
（防食テープ巻き）

図　2.10.3　給水装置標準図 (ポリエチレン管　量水器口径25mm)

1種軟質（JIS K 6762）

水道用ポリエチレン二層管 φ25

HIソケットφ20

■JIS K 6762　水道用ポリエチレン二層管（1種軟質）
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1
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0

境界から1.0m以内

境界から2.0m以内

耐震PE継手（コア一体型）
メータ用 φ25

道路 宅地

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

量水器

サドル分水栓
防食フィルム
DIPの場合：インサートリング

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

配水管

HIGN φ25

境界線

メータバイパスユニット φ25

ボール乙止水栓 φ25

本管HPPEの場合

HPPE用鋳鉄サドル付分水栓

本管HPPEの場合

HPPE用鋳鉄サドル付分水栓

HIGN 上水 φ25耐震PE回転継手(コア一体型）
60°ロングベンドφ25
（防食テープ巻き）

バルブボックスφ150

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

青銅製仕切弁 φ25

図　2.10.4　給水装置標準図 (ポリエチレン管　量水器口径25mm・メーターバイパスユニット)

1種軟質（JIS K 6762）

水道用ポリエチレン二層管 φ25

■JIS K 6762　水道用ポリエチレン二層管（1種軟質）

HIソケットφ25
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第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

8
00
～
1
2
00

地上式メータユニットは境界から2.0m以内に設置

道路 宅地

配水管

境界線

地上式メータユニット φ20

伸縮可とうボール乙止水栓 B-HIVP φ20

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

HIGN φ20

ステンレス製サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

伸縮可とう継手 メータ用 φ20

ステンレス鋼波状管 φ20

伸縮可とう継手ソケット φ20
ステンレス鋼波状管 φ20

図 2.10.5　口径20mm 給水装置標準図 (ステンレス製サドル分水栓・地上式メータユニット)

80
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12
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第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

地下式メータボックスは境界から2.0m以内に設置

道路 宅地

配水管

境界線

ステンレス製サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

伸縮可とう継手 メータ用 φ20

ステンレス鋼波状管 φ20

伸縮可とう継手ソケット φ20
ステンレス鋼波状管 φ20

地下式メータボックス止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

メータ

ボール伸縮止水栓

上水×金門 φ20

伸縮可とうボール乙止水栓 B-HIVP φ20

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)
HIGN φ20

HIGN 金門 φ20

HIGN φ20

図 2.10.6　口径20mm 給水装置標準図 (ステンレス製サドル分水栓・地下式メータボックス)

8
0
0～

12
0
0

境界から1.0m以内

境界から2.0m以内

道路 宅地

 サドル分水栓

 防食フィルム

 DIPの場合：インサートリング

ボール伸縮止水栓 φ30,40
上水×金門

量水器

埋設式メータボックス

配水管

HIソケットφ40×30,40

HIGN φ40

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

境界線

水道用ポリエチレン二層管 φ40

分岐口径は40mmで施工

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ150×450L

HIGN φ30,40

耐震PE継手（コア一体型）
メータ用 φ40

ボール乙止水栓 φ40

耐震PE継手（コア一体型）

エルボ φ40（防食テープ巻き）

耐震PE継手（コア一体型）

メータ用 φ40（防食テープ巻き）

本管HPPEの場合

HPPE用鋳鉄サドル付分水栓

本管HPPEの場合

HPPE用鋳鉄サドル付分水栓

HIGN 金門 φ30,40

逆止弁 G×G
 φ30,40

逆止弁ボックス

ボール伸縮止水栓
上水 φ30、40

HIGN 上水 φ30,40

図　2.10.5　給水装置標準図 (ポリエチレン管　量水器口径30mm，40mm)

1種軟質（JIS K 6762）

■JIS K 6762　水道用ポリエチレン二層管（1種軟質）

HIソケットφ40

80
0～

1
20
0

50
0

50
0

境界から1.0以内

道路 宅地

 サドル分水栓

 防食フィルム

 DIPの場合：インサートリング

平行めねじ付融着継手（回転） φ50

ボール止水栓 HPPE×G φ50

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

GPメータユニオン＋鋼管ソケット

SGP-VD

青銅製仕切弁
丸ハンドル(内ねじ) φ50

量水器用伸縮補足管

合フランジ

量水器

砕石基礎15cm以上

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ150×600L 量水器鉄蓋(小蓋付)

量水器室75mm用

バルブボックスφ150

配水管

合フランジ

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

SGP-VD

ＥＦ片受直管 φ50

ＥＦ90°ベンド φ50

本管HPPEの場合

HPPE用鋳鉄サドル付分水栓 境界線

図　2.10.6　給水装置標準図 (水道配水用ポリエチレン管　量水器口径50mm)
■JWWA K 144　水道配水用ポリエチレン管
■JWWA K 145　水道配水用ポリエチレン管継手

(JWWA K 144)
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1
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第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

地上式メータユニットは境界から2.0m以内に設置

道路 宅地

配水管

境界線

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

地上式メータユニット φ20

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ20

サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

ボール乙止水栓 φ20

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

HIGN φ20

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ20

ステンレス鋼波状管 φ20

伸縮可とう継手ソケット φ20
ステンレス鋼波状管 φ20

図 2.10.7　口径20mm 給水装置標準図 (青銅製サドル分水栓・地上式メータユニット)
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12
0
0

第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

地下式メータボックスは境界から2.0m以内に設置

道路 宅地

配水管

境界線

地下式メータボックス止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

ボール乙止水栓 φ20

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

HIGN φ20

サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

メータ

ボール伸縮止水栓

上水×金門 φ20

HIGN φ20

HIGN 金門 φ20

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ20

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ20

ステンレス鋼波状管 φ20

伸縮可とう継手ソケット φ20
ステンレス鋼波状管 φ20

図 2.10.8　口径20mm 給水装置標準図 青銅製サドル分水栓・地下式メータボックス)

8
00

50
0

耐震形割T字管
PE挿し口

ポリエチレン製防食フィルム

補足管

砕石基礎15cm以上

境界から1.0m以内

仕切弁筐 仕切弁筐量水器筐鉄蓋(小蓋付)

量水器室

量水器

道路 宅地

仕切弁座仕切弁座

EF受口付直管 EF両受Sベンド
H=300

EFフランジ PF挿し口付ソフトシール仕切弁

EFソケット

PE挿し口付ソフトシール仕切弁

境界線

図　2.10.7　給水装置標準図 (水道配水用ポリエチレン管　量水器口径75mm　DP=0.8ｍ)　
■JWWA K 144　水道配水用ポリエチレン管
■JWWA K 145　水道配水用ポリエチレン管継手

(JWWA K 144)

50
0

1
20
0

耐震形割T字管

PE挿し口

境界から1.0m以内

仕切弁筐 量水器筐鉄蓋(小蓋付)

量水器室

量水器

道路 宅地

仕切弁座仕切弁座

EF受口付直管

EFソケット

ポリエチレン製防食フィルム

EFフランジ

補足管

砕石基礎15cm以上

PE挿し口付ソフトシール仕切弁

PE挿し口付ソフトシール仕切弁

境界線

仕切弁筐

図　2.10.8　給水装置標準図 (水道配水用ポリエチレン管　量水器口径75mm　DP=1.2ｍ)　
■JWWA K 144　水道配水用ポリエチレン管
■JWWA K 145　水道配水用ポリエチレン管継手

EF片受ベンド90°

EF両受ベンド90°

(JWWA K 144) (JWWA K 145)

(JWWA K 145)
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80
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～
1
20
0

地下式メータボックスは境界から2.0m以内に設置

道路 宅地

配水管

第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

境界線

伸縮可とう継手 メータ用 φ25

ステンレス鋼波状管 φ25

伸縮可とう継手 ソケット φ25

ステンレス鋼波状管 φ25

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

メータ

ボール伸縮止水栓

上水×金門 φ25

伸縮可とうボール乙止水栓 B-HIVP φ25

ステンレス製サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

HIGN 金門 φ25

止水栓筐

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

青銅製仕切弁 φ25
HIGN φ25

地下式メータボックス

図 2.10.9　口径25mm 給水装置標準図 (ステンレス製サドル分水栓)
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12
0
0

地下式メータボックスは境界から2.0m以内に設置

道路 宅地

配水管

第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

境界線

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ25

ステンレス鋼波状管 φ25

伸縮可とう継手 ソケット φ25

ステンレス鋼波状管 φ25

地下式メータボックス止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

ボール乙止水栓 φ25

サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ25

HIGN φ25

止水栓筐

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

メータ

ボール伸縮止水栓

上水×金門 φ25

HIGN 金門 φ25

青銅製仕切弁 φ25

図 2.10.10　口径25mm 給水装置標準図 (青銅製サドル分水栓)

境界から1.0m以内

80
0
～
12

00

境界から2.0m以内

図　2.10.9　給水装置標準図 (ステンレス鋼管　量水器口径13mm,20mm　埋設式メータボックス)

道路 宅地

伸縮可とうボール乙止水栓 B-HIVP φ20

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

HIGN φ20

HIソケット φ20×13,20

ステンレス製サドル分水栓
防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

配水管

分岐口径は20mmで施工

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

境界線

伸縮可とう継手 メータ用 φ20

伸縮可とう継手ソケット φ20

本管HPPEの場合

HPPE用ステンレス製サドル分水栓

本管HPPEの場合

（JWWA G 119）

波状ステンレス鋼管 φ20

埋設式メータボックス

量水器

ボール伸縮止水栓
上水×金門 φ13、20

HIGN φ13、20

HIGN 金門 φ13,20

■JWWA G 119　波状ステンレス鋼管

境界から1.0m以内

80
0
～
12

00

境界から2.0m以内

図　2.10.10　給水装置標準図 (ステンレス鋼管　量水器口径13mm,20mm　地上式メータユニット)

道路 宅地

地上式メータユニット φ13,20

伸縮可とうボール乙止水栓 B-HIVP φ20

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

HIGN φ20

HIソケット φ20×13,20

ステンレス製サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

配水管

分岐口径は20mmで施工

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

境界線

伸縮可とう継手 メータ用 φ20

伸縮可とう継手ソケット φ20

本管HPPEの場合

HPPE用ステンレス製サドル分水栓

本管HPPEの場合

（JWWA G 119）

波状ステンレス鋼管 φ20

■JWWA G 119　波状ステンレス鋼管



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80
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12
0
0

地下式メータボックスは境界から2.0m以内に設置

道路 宅地

配水管

分岐口径は40mmで施工

第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

境界線

ステンレス製サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

伸縮可とうボール乙止水栓 B-HIVP φ40

ボール伸縮止水栓 φ30

メータ

止水栓筐 (鋳鉄蓋) φ150×450L 地下式メータボックス

伸縮可とう継手 メータ用 φ40

HIGN φ30

HIGN 金門 φ30

HIソケット φ40×30

HIGN φ40

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

青銅製仕切弁 φ30

止水栓筐

ステンレス鋼波状管 φ40

伸縮可とう継手 ソケット φ40

ステンレス鋼波状管 φ40

図 2.10.11　口径30mm 給水装置標準図 (ステンレス製サドル分水栓)
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地下式メータボックスは境界から2.0m以内に設置

道路 宅地

配水管

分岐口径は40mmで施工

第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

境界線

ボール乙止水栓 φ40

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

ボール伸縮止水栓 φ30

メータ

地下式メータボックス

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ40

HIGN φ40

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ40

サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

止水栓筐 (鋳鉄蓋) φ150×450L

HIGN φ30

HIGN 金門 φ30

HIソケット φ40×30

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

青銅製仕切弁 φ30

止水栓筐

ステンレス鋼波状管 φ40

伸縮可とう継手 ソケット φ40

ステンレス鋼波状管 φ40伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ40

図 2.10.12　口径30mm 給水装置標準図 (青銅製サドル分水栓)
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境界から1.0m以内

境界から2.0m以内

伸縮可とう継手 メータ用 φ25

ステンレス鋼波状管 φ25

伸縮可とう継手 ソケット φ25

ステンレス鋼波状管 φ25

道路 宅地

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ75×450L

量水器

 ボール伸縮止水栓
 上水×金門 φ25

伸縮可とうボール乙止水栓 B-HIVP φ25

ステンレス製サドル分水栓
防食フィルム
DIPの場合：インサートリング

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

配水管

HIGN 上水 φ25

HIGN φ25

境界線

埋設式メータボックス

本管HPPEの場合

HPPE用ステンレス製サドル分水栓

本管HPPEの場合

逆止弁 金門×上水 φ25

図　2.10.11　給水装置標準図 (ステンレス鋼管　量水器口径25mm)
■JWWA G 119　波状ステンレス鋼管

HIソケットφ25

（JWWA G 119）
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0

境界から1.0m以内

境界から2.0m以内

道路 宅地

ステンレス製サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

伸縮可とうボール乙止水栓 B-HIVP φ40

ボール伸縮止水栓 φ30,40

上水×金門

量水器

埋設式メータボックス

伸縮可とう継手 メータ用 φ40

配水管

HIGN 金門 φ30,40

HIソケットφ40×30,40

HIGN φ40

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

境界線

ステンレス鋼波状管 φ40

伸縮可とう継手 ソケット φ40

ステンレス鋼波状管 φ40

分岐口径は40mmで施工

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ150×450L

HIGN φ30,40

本管HPPEの場合

HPPE用ステンレス製サドル分水栓

本管HPPEの場合

逆止弁 G×G
 φ30,40

HIGN 上水 φ30,40

逆止弁ボックス

ボール伸縮止水栓

上水 φ30、40

図　2.10.12　給水装置標準図 (ステンレス鋼管　量水器口径30mm，40mm)
■JWWA G 119　波状ステンレス鋼管

（JWWA G 119）
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地下式メータボックスは境界から2.0m以内に設置

道路 宅地

配水管

第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

境界線

ステンレス製サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

伸縮可とうボール乙止水栓 B-HIVP φ40

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

ボール伸縮止水栓 φ40

メータ

止水栓筐（鋳鉄蓋）φ150×450L 地下式メータボックス

伸縮可とう継手 メータ用 φ40

HIGN φ40

HIGN 金門 φ40

HIGN φ40

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

青銅製仕切弁 φ40

止水栓筐

ステンレス鋼波状管 φ40

伸縮可とう継手 ソケット φ40

ステンレス鋼波状管 φ40

図 2.10.13　口径40mm 給水装置標準図 (ステンレス製サドル分水栓)
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地下式メータボックスは境界から2.0m以内に設置

道路 宅地

配水管

第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

境界線

ステンレス鋼波状管 φ40

伸縮可とう継手 ソケット φ40

ステンレス鋼波状管 φ40

ボール乙止水栓 φ40

ボール伸縮止水栓 φ40

メータ

地下式メータボックス

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ40

HIGN φ40

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ40

サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

止水栓筐（鋳鉄蓋）φ150×450L

HIGN φ40

HIGN 金門 φ40

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

青銅製仕切弁 φ40

止水栓筐

図 2.10.14　口径40mm 給水装置標準図 (青銅製サドル分水栓)
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境界から1.0以内

道路 宅地

ステンレスサドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

伸縮可とう継手 メータ用 φ50

伸縮可とう継手 ソケット φ50

ステンレス鋼波状管 φ50

伸縮可とうボール乙止水栓 B-G φ50

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

GPメータユニオン＋鋼管ソケット

SGP-VD

青銅製仕切弁

丸ハンドル(内ねじ) φ50量水器用伸縮補足管

合フランジ

量水器

砕石基礎15cm以上

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ150×600L

量水器鉄蓋(小蓋付)

量水器室75mm用

バルブボックスφ150

配水管

合フランジ

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

SGP-VD

本管HPPEの場合

HPPE用ステンレス製サドル分水栓

境界線

図　2.10.13　給水装置標準図 (ステンレス鋼管　量水器口径50mm)
■JWWA G 119　波状ステンレス鋼管

（JWWA G 119）
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耐震形割T字管

K形挿し口

G-Link

ポリエチレン製防食フィルム

GX形甲切り管 GX形乙字管

H=300

GX形短管2号

フランジ短管 形式1
L=500

GX形継ぎ輪

GX形短管1号

補足管

砕石基礎15cm以上

GX形ソフトシール弁(受挿)

GX形ソフトシール弁(受挿)

境界から1.0m以内

仕切弁筐 仕切弁筐量水器筐鉄蓋(小蓋付)

量水器室

量水器

道路 宅地

仕切弁座仕切弁座

境界線

図　2.10.14　給水装置標準図 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　量水器口径75mm　DP=0.8ｍ)　
■JWWA G 120　水道用GX形ダクタイル鋳鉄管
■JWWA G 121　水道用GX形ダクタイル鋳鉄管　異形管
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道路 宅地

給水装置へ→

配水管

第一次止水栓は境界から1.0以内に設置

ステンレスサドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

伸縮可とう継手 メータ用 φ50

伸縮可とう継手 ソケット φ50

ステンレス鋼波状管 φ50

伸縮可とうボール乙止水栓 B-G φ50

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

GPメータユニオン＋鋼管ソケット

SGP-VD

青銅製仕切弁

丸ハンドル(内ねじ) φ50

青銅製仕切弁

丸ハンドル(内ねじ) φ50

量水器用伸縮補足管

合フランジ

量水器

砕石基礎15cm以上

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ150×450L 止水栓筐(鋳鉄蓋)φ150×450L 量水器鉄蓋(小蓋付)

量水器室75mm用

止水栓筐

合フランジ

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

SGP-VD

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

図 2.10.15　口径50mm 給水装置標準図 (ステンレス製サドル分水栓)
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第一次止水栓は境界から1.0以内に設置

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ50

ステンレス鋼波状管 φ50

ボール乙止水栓 φ50

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

GPメータユニオン＋鋼管ソケット

SGP-VD

青銅製仕切弁

丸ハンドル(内ねじ) φ50

青銅製仕切弁

丸ハンドル(内ねじ) φ50

量水器用伸縮補足管

合フランジ

砕石基礎15cm以上

量水器鉄蓋(小蓋付)

量水器室75mm用

止水栓筐

伸縮可とう継手 メータ用(絶縁型) φ50
サドル分水栓

防食フィルム

DIPの場合：インサートリング

量水器

合フランジ

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

SGP-VD

止水栓筐(鋳鉄蓋)φ150×450L 止水栓筐(鋳鉄蓋)φ150×450L

コンクリート底板 300×300 (厚さ5cm以上)

伸縮可とう継手 ソケット φ50

図 2.10.16　口径50mm 給水装置標準図 (青銅製サドル分水栓)
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L=500

GX形短管1号

補足管

砕石基礎15cm以上

GX形ソフトシール弁(受挿)

GX形ソフトシール弁(受挿)

量水器室

量水器

境界から1.0m以内

仕切弁筐 仕切弁筐量水器筐鉄蓋(小蓋付)

道路 宅地

仕切弁座仕切弁座

境界線

図　2.10.15　給水装置標準図 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　量水器口径75mm　DP=1.2ｍ)
■JWWA G 120　水道用GX形ダクタイル鋳鉄管
■JWWA G 121　水道用GX形ダクタイル鋳鉄管　異形管

G-Link

GX形継ぎ輪

GX形片受曲管90°

GX形直管（乙切り管）

GX形片受曲管90°

G-Link

GX形継直管
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第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

量水器室

道路

給水装置へ
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耐震形割T字管

K形挿し口

G-Link

ポリエチレン製防食フィルム

GX形甲切り管 GX形乙字管

H=300

GX形短管2号

フランジ短管 形式1

L=500

GX形継ぎ輪

GX形短管1号

補足管

砕石基礎15cm以上

GX形ソフトシール弁(受挿)

GX形ソフトシール弁(受挿)

仕切弁筐 仕切弁筐量水器筐鉄蓋(小蓋付)

メータ

仕切弁座仕切弁座
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図 2.10.17　口径75mm 給水装置標準図 (耐震形割T字管・DIP-GX形)

配水管埋設深さ　DP=800mmの場合

量水器室

給水装置へ

第一次止水栓は境界から1.0m以内に設置

道路 宅地

耐震形割T字管

45° K形挿し口

G-Link

ポリエチレン製防食フィルム

GX形甲切り管 GX形乙字管

H=300

GX形短管2号

フランジ短管 形式1

L=500

GX形両受曲管45°

GX形短管1号

補足管

砕石基礎15cm以上

GX形ソフトシール弁(受挿)

GX形ソフトシール弁(受挿)

メータ

仕切弁筐 仕切弁筐量水器筐鉄蓋(小蓋付)
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図 2.10.18　口径75mm 給水装置標準図 (耐震形割T字管・DIP-GX形)

配水管埋設深さ　DP=1,200mmの場合
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2.11 配管 

１ 配管の原則 

1)～3) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 一般配管 

1) 道路部から宅地への配管は、波状ステンレス鋼管により

施工すること。 

 

 

 

2) 波状ステンレス鋼管の継手には、伸縮可とう継手を使用

すること。 

 

 

 

2.11 配管 

１ 配管の原則 

1)～3) （略） 

4) ポリエチレン管は、有機溶剤等に侵されやすいので、鉱

油・有機溶剤等油類が浸透するおそれがある箇所に配管し

ないこと。これらの箇所には金属管（ステンレス鋼管等）

を使用すること。 

  ただし、やむを得ず配管する場合は、さや管等の適切な

防護措置を講ずること。 

  なお、ここでいう鉱油類（ガソリン等）・有機溶剤（塗料・

シンナー等）が浸透するおそれのある箇所とは、ガソリン

スタンド、自動車整備工場、有機溶剤取扱事業所（倉庫）

等である。 

 

２ 一般配管 

1) 公道（公道と同等の又は公道に準ずる利用形態が認めら

れる私道を含む。）内から宅地内の第一止水栓のでの配管

は、口径が50mm以下の給水管の材料は、ステンレス鋼管又

はポリエチレン管、口径が75mm以上の給水管の材料は、ダ

クタイル鋳鉄管又はポリエチレン管により施工すること。 

2) 波状ステンレス鋼管の継手には、伸縮可とう継手を使用

すること。 

3) ポリエチレン管二層管の継手には、耐震ＰＥ金属継手を

使用すること。 

 

 

 

 

・公道内に用いる給

水材料の追加指定

に伴う改正 
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3) 配水管からの分岐部分に使用する給水管の材料は次のと

おりとし、施工場所の状況により適切に選定するものとす

る。 

① ステンレス製サドル分水栓の場合 

 伸縮可とう継手メータ用＋波状ステンレス鋼管 

② 青銅製サドル分水栓の場合 

 伸縮可とう継手メータ用（絶縁型）＋波状ステンレス鋼

管 

③ 耐震型割T字管の場合 

 ダクタイル鋳鉄管GX形S種管 

 

 

 

4) SUS316材料とSUS以外の金属を接続する場合は、絶縁機能

を有する構造とすること。 

5) 3階直結直圧方式の場合、量水器の下流側には逆流防止と

して、逆止弁を設置するこ と。 

6) テナント等の将来用配管を先行して設置する場合は、量

水器の下流側に逆止弁を設置すること。 

 

 

 

 

 

 

4) 配水管からの分岐部分に使用する給水管の材料は次のと

おりとし、施工場所の状況により適切に選定するものとす

る。 

① 波状ステンレス鋼管の場合 

 ステンレス製サドル分水栓＋伸縮可とう継手メータ用 

② ポリエチレン二層管の場合 

 サドル分水栓＋耐震ＰＥ継手（コアー一体型）メータ用 

③ 配水用ポリエチレン管の場合 

 口径50mm   サドル分水栓＋平行めねじ付融着継手(回

転) 

 口径75mm以上 耐震型割Ｔ字管＋ＰＥ挿し口 

④ ダクタイル鋳鉄管ＧＸ形Ｓ種の場合 

 耐震型割Ｔ字管＋Ｋ形挿し口＋ＧＸ形継輪＋Ｇ-Ｌｉｎｋ 

5) ステンレス鋼管とそれ以外の金属管を接続する場合は、

絶縁継手を使用すること。 

6) 3階直結直圧方式の場合、量水器の下流側には逆流防止と

して、逆止弁を設置すること。 

7) テナント等の将来用配管を先行して設置する場合は、量

水器の下流側に逆止弁を設置すること。 

8) 第一止水栓に接続する給水管の材料は次のとおりとす

る。 

① 波状ステンレス鋼管の場合 

 ステンレス製ボール止水栓（伸縮可とう継手一体型） 
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３ 量水器との接続 

 

 

1) 口径50mmの量水器を設置する場合は、上流側から順にフ

ランジ短管、量水器伸縮補足管を使用すること。 

2) 口径75mm以上の量水器を設置する場合は、量水器の上流

側に量水器用伸縮補足管を使用すること。 

 

４ 連合給水管用排水施設 

共同住宅などの連合給水管の場合、原則として排水施設は

図 2.11.1に示したように設置すること。 

 

 

② ポリエチレン管の場合 

 ｱ) 口径20・25mmの場合 

  ボール止水栓＋耐震ＰＥ回転継手（コアー一体型）60°

ロングベンド 

 ｲ) 口径40mmの場合 

  ボール止水栓＋耐震ＰＥ継手（コアー一体型）メータ

用 

 ｳ) 口径50mm以上の場合 

  ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁＋ＥＦ継手 

③ ダクタイル鋳鉄管ＧＸ形Ｓ種の場合 

  ＧＸ形ソフトシール仕切弁＋ＧＸ形曲管 

 

４ 量水器との接続 

1) 量水器に接続する給水管の口径は、原則として、量水器

と同口径とすること。 

2) 口径50mmの量水器を設置する場合は、上流側から順にフ

ランジ短管、量水器伸縮補足管を使用すること。 

3) 口径75mm以上の量水器を設置する場合は、量水器の上流

側に量水器用伸縮補足管を使用すること。 

 

４ 削除 
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５ 配水管用排水施設 

開発行為により排水管を布設する場合、図 2.11.2に示した

ように排水施設を設置すること。なお、側溝に接続する配水

管の高さは、原則として側溝深さの9割以上の位置（雨水排水

の設計が9割水深を基準としているため）とし、吐水口空間を

確保すること。 

 

2.12 防護措置 

１ 給水管が水路（下水開きょ、暗きょ）等を横断する必要が

あるときは、原則として伏せ越しとする。 

 

 

 

2.13  （略） 

 

2.14 直結増圧式の設備 

  １．（略） 

  ２．設置条件 

1)～8) （略） 

9) 量水器は増圧装置の上流側に設置すること。 

 

 

 

 

 

５ 削除 

 

 

 

 

 

 

2.12 防護措置 

１ 給水管が水路（下水開きょ、暗きょ）等を横断する必要が

あるときは、原則として伏せ越しとする。 

  ただし、やむを得ず露出配管とするときは、さや管等によ

る防護措置を講じること。 

 

2.13  （略） 

 

2.14 直結増圧式の設備 

  １．（略） 

  ２．設置条件 

1)～8) （略） 

9) 増圧装置の上流側に設置する量水器はバイパス機能付

とすること。 
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第3章 施 工 

 3.1 ～ 3.3 

（略） 

 3.4 配管工事 

１～２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3章 施 工 

 3.1 ～ 3.3 

（略） 

 3.4 配管工事 

１～２ （略） 

３ ポリエチレン二層管の施工 

1) 施工一般 

① 管の巻きぐせ、ねじれを取り除き、引っ張ったり

せず余裕をもって配管すること。 

② 非開削工法で施工する場合は、キズ防止被覆管を

使用するとともに、管内に土砂等が入らないよう適切

な防護を講じること。 

③ ポリエチレン二層管の屈曲半径は、管外径の２０

倍以上とし、最小曲げ半径（Ｒ）は、表 3.4.2 によ

る。 

 

④ 切断にあたっては、切断箇所の管肌周面をウエス

などで清掃し、ごみ、泥などを完全に拭き取ること。 

 

 

2) 接合 

水道用ポリエチレン二層管の接合は、金属継手（耐震

強化型）を使用すること。 

 

 

 

・公道内に用いる給

水材料の追加指定

に伴う改正 
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 3.5 （略） 

 

 3.6 量水器等の取り付け 

１ （略） 

２ 量水器筐 

1)～5) （略） 

6) 口径25mm以上の量水器(地下式メーターボックス)を

設置する場合は、量水器の二次側に逆止弁又は仕切弁

を設置すること。 

 

 3.7 止水栓等の取り付け 

１ （略） 

２ 止水栓筐 

1) （略） 

2) 仕切弁筐の取り付けは、次によるものとする。 

① 埋設深さが120cm以上で、荷重の加わるおそれのあ

る場所については、図 3.7.3に示すとおり、弁筐の下

部には砕石・コンクリート底板、ＶＵ管の下部には砕

石で基礎を造り設置すること。 

 

 

 

 

 3.5 （略） 

 

 3.6 量水器等の取り付け 

１ （略） 

２ 量水器筐 

1)～5) （略） 

6) 口径25mm以上の量水器(地下式メーターボックス)を

設置する場合は、量水器の二次側に逆止弁を設置する

こと。 

 

 3.7 止水栓等の取り付け 

１ （略） 

２ 止水栓筐 

1) （略） 

2) 仕切弁筐の取り付けは、次によるものとする。 

① 図 3.7.3に示すとおり、弁筐の下部には砕石基礎に

より台座を設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・語句の修正 

 

 

 

 

 

 

・標準図の修正 
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第4章 手続き 

 4.1 （略） 

 

4.2  給水に係る事前協議の申請 

１ 事前協議を必要とする範囲 

1）成田市開発行為等指導要綱第4条の規定により、事前

協議が必要な場合。 

2) その他管理者が必要と認める場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4章 手続き 

 4.1 （略） 

 

 4.2 給水装置工事に係る事前協議 

１ 事前協議が必要となる事業 

1）給水装置の規模が一定以上となる事業 

 ｱ）計画一日最大給水量が10㎡以上となる事業 

 ｲ）共同住宅等の給水管口径の算定において、「成田市

給水装置工事施行基準 表2.4.6 直結式アパート

の分岐個数」によらず、口径を決定する事業（水理

計算により口径を決定する事業） 

 ｳ）配水管の整備を伴う事業 

2）「直結給水の範囲拡大に関する実施要領」に該当する

事業 

 ｱ）給水方式を3階直結直圧式給水とする事業 

 ｲ）給水方式を直結増圧式給水とする事業 

3）「成田市開発行為等指導要綱」第3条第2号及び第3号に

該当する事業 

 ・建築基準法に基づく建築物で高さ10メートルを超え，

かつ，延べ面積が500平方メートル以上のもの 

 ・集合住宅等の建築物で計画戸数（室数）が10戸以上

のもの 

4）「消防法施行規則」による水道直結式スプリンクラー

設備を設置又は改造する事業 

 ・延べ面積275平方メートル以上1,000平方メートル未

・水道利用計画協議

に関する手引きに

合せ改正 
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２ 事前協議の申請に伴う提出書類 

1) 開発行為及び開発行為に準ずる事業における水道利

用計画承認書（正副2部） 

2) 建築工事計画書（開発行為に関する図面）一式 

3) 給水計画図（平面図・系統図） 

4) 水理計画書 

5）設計水圧調査依頼書又は設計水圧調査回答書 

（直結給水の範囲拡大に関する要領に適用する場合） 

6) その他管理者が必要と認める図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満の小規模社会福祉施設 

 

２ 事前協議の必要書類等 

第８章 工事関係条例及び要綱等 

 8.13 成田市水道利用計画協議に関する手引き 参照 
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第5章 図面作成 

 5.1 設計図 

１～６ （略） 

７ 図面記号 

 1)管種記号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5章 図面作成 

 5.1 設計図 

１～６ （略） 

７ 図面記号 

 1)管種記号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表記の修正 
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 5.2 （略） 

 

 5.3 完成図 

１ （略） 

２ オフセット図 

給水管布設後、維持管理上必要な箇所のオフセットを

測定し、完成図に記載すること。 

配水管の土被り及び給・配水管の埋設位置のオフセッ

トは、図 5.3.1-3を参考とすること。 

 

図 5.3.1-3 設計図(オフセット) 

 

 

 

 5.2 （略） 

 

 5.3 完成図 

１ （略） 

２ オフセット図 

給水管布設後、維持管理上必要な箇所のオフセットを

測定し、完成図に記載すること。 

配水管の土被り及び給・配水管の埋設位置のオフセッ

トは、図 5.3.1-3を参考とすること。 

 

図 5.3.1-3 設計図(オフセット) 

 

 

 

 

 

・新たに給水引込み

を行った場合の記

載方法を追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

L1

L2

ＤＰ：配水管の土被り(ｍ)
Ｈ　：官民境界より給・配水管埋設位置までの水平距離(ｍ)

Ｌ２：用地境界より第１止水栓までの水平距離(ｍ)
ｄｐ：給水管の土被り(ｍ)

DIP-NS φ75　DP=1.2m

Ｌ１：官民境界より第１止水栓までの水平距離(ｍ)

D
I
P
-
N
S
 
φ
1
5
0

P
E
φ

2
0

d
p
=
0
.
8
m

※　新たに給水引込みを行う場合は、ＤＰとｄｐを記入すること。
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第6章 ～第7章 

（略） 

 

第８章 工事関連条例及び要綱等 

 8.1 ～ 8.2 （略） 

 

 8.3 成田市水道事業給水条例 

(手数料) 

第28条 略 

(1) 指定給水装置工事事業者の指定をするとき。 1件につ

き10,000円 

(2)～(6) 略 

 

(給水装置の基準違反に対する措置等) 

第32条 管理者は，水の供給を受ける者の給水装置の構造及び

材質が，水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定す

る給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは，

その者の給水契約の申込みを拒み，又はその者が給水装置を

その基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止

することができる。 

2・3 略 

 

 

 

 

第6章 ～第7章 

（略） 

 

第８章 工事関連条例及び要綱等 

 8.1 ～ 8.2 （略） 

 

 8.3 成田市水道事業給水条例 

(手数料) 

第28条 略 

(1) 指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新をする

とき。 1件につき10,000円 

(2)～(6) 略 

 

(給水装置の基準違反に対する措置等) 

第32条 管理者は，水の供給を受ける者の給水装置の構造及び

材質が，水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定

する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないとき

は，その者の給水契約の申込みを拒み，又はその者が給水

装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水

を停止することができる。 

2・3 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

・指定給水装置工事

事業者制度の更新

制度導入に伴う改

正 

 

 

・水道法の改正に伴

う条ずれに対応 
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 8.5 成田市水道事業給水条例施行規程 

第1条 ～ 第4条 （略） 

 

(給水管及び給水用具の構造及び材質) 

第5条 条例第7条第1項の規定により管理者が指定する給水管

及び給水用具の構造及び材質のうち，公道(公道と同等の又

は公道に準ずる利用形態が認められる私道を含む。)内に用

いる給水管の材質は，次のとおりとする。 

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ステンレス鋼管 

(2) 口径が50ミリメートルを超える給水管 ダクタイル鋳鉄

管 

 

 

 

第6条 ～ 第17条 （略） 

 

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査) 

第18条 略 

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回，定期に行うこと。 

(2)～(4) 略 

2 条例第36条第2項の規定による管理の状況に関する検査は，1

年以内ごとに1回，定期に，給水栓における水の色，濁り，臭い，

味及び残留塩素の有無に関する水質について行うものとする。 

 

 

 8.5 成田市水道事業給水条例施行規程 

第1条 ～ 第4条 （略） 

 

(給水管及び給水用具の構造及び材質) 

第5条 条例第7条第1項の規定により管理者が指定する給水管

及び給水用具の構造及び材質のうち，公道(公道と同等の又

は公道に準ずる利用形態が認められる私道を含む。)内に用

いる給水管の材質は，次のとおりとする。 

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ステンレス鋼管

又はポリエチレン管 

(2) 口径が50ミリメートルを超える給水管 ダクタイル鋳

鉄管又はポリエチレン管 

 

第6条 ～ 第17条 （略） 

 

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査) 

第18条 略 

(1) 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。 

(2)～(4) 略 

2 条例第36条第2項の規定による管理の状況に関する検査は，

毎年1回以上定期に，給水栓における水の色，濁り，臭い，味

及び残留塩素の有無に関する水質について行うものとする。 

 

 

 

・公道内に用いる給

水材料の追加指定

に伴う改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・貯水槽水道の管理

基準値の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・水道法の改正に伴

う条ずれに対応 
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8.6 成田市指定給水装置工事事業者規程  

第1条 ～ 第3条 （略） 

 

(指定の申請) 

第4条 略 

2 略 

3 略 

(1) 次条第3号のアからオまでのいずれにも該当しない者

であることを誓約する書類 

(2) 略 

4 略 

 

(指定の基準) 

第5条 略 

(1)・(2) 略 

(3) 略 

ア 成年被後見人若しくは被保佐人等又は破産者で復権

を得ないもの 

 

イ～エ 略 

 

オ 法人であって，その役員のうちにアからエまでのいず

れかに該当する者があるもの 

 

 

 8.6 成田市指定給水装置工事事業者規程 

第1条 ～ 第3条 （略） 

 

(指定の申請) 

第4条 略 

2 略 

3 略 

(1) 次条第3号のアからカまでのいずれにも該

当しない者であることを誓約する書類 

(2) 略 

4 略 

 

(指定の基準) 

第5条 略 

(1)・(2) 略 

(3) 略 

ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正

に行うに当たって必要な認知，判断及び意思疎通を適正

に行うことができない者 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ～オ 略 

カ 法人であって，その役員のうちにアからオまでのいず

れかに該当する者があるもの 

 

 

・成年被後見人等の

権利の制限に係る

措置の適正化等を

図るための関係法

律の整備に関する

法律の施行に伴う

改定 

 

 

・成年被後見人等の

権利の制限に係る

措置の適正化等を

図るための関係法

律の整備に関する

法律の施行に伴う

改定 

 

 

 

 

 

 

・指定給水装置工事

事業者制度の更新

制度導入に伴う改
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第6条 略 

 

(変更等の届出) 

第7条 略 

2 略 

(1) 略 

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には，施行規則に

定められている様式第2による第5条第3号アからオまでの

いずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び

登記事項証明書 

3 略 

(指定の更新) 

第5条の2 条例第6条第1項に規定する指定は，5年ごとにその更

新を受けなければ，その期間の経過によって，その効力を

失う。 

2 前項の更新の申請があった場合において，同項の期間(以下

この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了

の日までにその申請に対する決定がされないときは，従前の

指定は，指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの

間は，なおその効力を有する。 

3 前項の場合において，指定の更新がされたときは，その指

定の有効期間は，従前の指定の有効期間の満了の日の翌日か

ら起算するものとする。 

4 前2条の規定は，第1項の指定の更新について準用する。 

 

第6条 略 

 

(変更等の届出) 

第7条 略 

2 略 

(1) 略 

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には，施行規則に

定められている様式第2による第5条第3号アからカまでの

いずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び

登記事項証明書 

3 略 

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・成年被後見人等の

権利の制限に係る

措置の適正化等を

図るための関係法

律の整備に関する

法律の施行に伴う

改定 

 

 

・語句の修正 
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(指定の取消し) 

第8条 略 

(1) 略 

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。 

(3)～(8) 略 

 

(主任技術者の職務等) 

第11条 略 

(1)・(2) 略 

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第4

条に定める基準に適合していることの確認 

(4) 略 

2 略 

 

(事業の運営の基準) 

第13条 略 

(1)～(4) 略 

(5) 略 

ア 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に

適合しない給水装置を設置すること。 

イ 略 

(6) 略 

 

 

 (指定の取消し) 

第8条 略 

(1) 略 

(2) 第5条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 

(3)～(8) 略 

 

(主任技術者の職務等) 

第11条 略 

(1)・(2) 略 

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条

に定める基準に適合していることの確認 

(4) 略 

2 略 

 

(事業の運営の基準) 

第13条 略 

(1)～(4) 略 

(5) 略 

ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適

合しない給水装置を設置すること。 

イ 略 

(6) 略 
 

 

 

 

・水道法の改正に伴

う条ずれに対応 

 

 

 

 

 

 

・水道法の改正に伴

う条ずれに対応 

 

 

 

 

 

 

 

 


